
令和７年度埼玉県食品表示制度事業者研修会



1. 食品表示基準に基づく栄養成分表示

2. 健康食品に関する健康増進法上の留意事項

本日の内容



1. 食品表示基準に基づく栄養成分表示

2. 健康食品に関する健康増進法上の留意事項

本日の内容



表示する栄養成分は？食品表示法における栄養成分表示の対象食品



◆省略できる食品 （食品表示基準第３条第３項）

① 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの

② 酒類

③ 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの

④ 極めて短い期間で原材料（その配合割合を含む）が変更されるもの

⑤ 消費税法第9条第１項において消費税を納める義務が免除れる事業者又は中小

企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者が販売するもの

◆表示を要しない食品 （食品表示基準第５条第１項）

① 食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合

② 不特定又は多数の者に対して譲渡（販売を除く。）する場合

栄養成分表示を省略できる又は要しない食品



栄養成分表示の対象成分について



食品表示制度における栄養成分表示（義務表示）

栄 養 成 分表 示
食品単位当たり

熱量 〇kcal

たんぱく質 〇ｇ

脂質 〇ｇ

炭水化物 〇ｇ

食塩相当量 〇ｇ



食品表示制度における栄養成分表示（任意の表示）



複数の食品が同じ容器包装に入っている場合の表示方法



熱量 １００kcal

たんぱく質 〇g

脂質 〇～〇g

炭水化物 〇～〇g

食塩相当量 〇ｇ

表示する値は「一定の値」又は「下限値及び上限値」で表示

表示された一定の値が許容差の範囲を超える可能性がある場合、

合理的な推定により得られた値として表示することも可能。

★栄養強調表示（低カロリー、減塩等の表示）をする
場合、強調する熱量及び栄養成分も含めて全ての
成分について、合理的な推定により得られた値による

表示はできません。



合理的な推定により得られた値を表示する場合



消費者庁：食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン第5版 （令和7年4月）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/business/assets/food_labeling_cms206_250403_12.pdf

複数の食品が同じ容器包装に入っている場合の表示方法表示する値は「分析」や「計算」によって得ます



※強調表示をする場合は、栄養成分表示の義務表示５項目に加えて強調する栄養成分の表示をします

ビタミンＣ入り

カロリー控えめ
低脂肪○○

ノン○○
無○○

カルシウムたっぶり！
ミネラル豊富！

○○％強化
食物繊維○倍

カロリー○％オフ



栄養強調表示



栄養強調表示



栄養強調表示



ナトリウム塩を添加していない旨

栄養強調表示



強調したい
栄養成分及び熱量

その他の表示する
栄養成分及び熱量

表示値の種類

表示値を
求める方法

必ず食品表示基準別表第９の
第３欄に掲げた方法（以下、
「食品表示基準別表第９第３
欄に掲げる方法」という）に
よって得られた値を表示

食品表示基準別表第９第３欄に
掲げる方法によって得られた値
以外も可

合理的な推定により得られた一定の値は不可
（許容差の範囲内にある一定の値又は、下限値及び上限値に
よって表示する）

SAITAMATCH

栄養強調表示をする場合の表示値



強調したい
栄養成分及び熱量

その他の表示する
栄養成分及び熱量

表示値の種類

合理的な推定により得られた
一定の値は不可
（許容差の範囲内にある一定
の値又は、下限値及び上限値
によって表示する）

合理的な推定により得られた
一定の値も表示可能

表示値を
求める方法

必ず食品表示基準別表第９第
３欄に掲げる方法によって得ら
れた値を表示

食品表示基準別表第９第３欄
に掲げる方法によって得られ
た値以外も可

SAITAMATCH

栄養強調表示をする場合の表示値



SAITAMATCH

栄養強調表示をする場合の表示値



法別表第９に掲げられていない成分を強調する場合

ポリフェノール
たっぷりクッキー



保健機能食品



•

•

•

栄養機能食品

【栄養機能を表示するための規定がある栄養成分】



【商品名】コバトンサポートＣ 栄養機能食品（ビタミンＣ）
ビタミンＣは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。

●1日当たりの摂取目安量：１日当たり６粒を目安に、お召し上がりください。
●摂取方法：そのまま噛んでお召し上がりください。
●摂取上の注意事項：本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するもの

ではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
●一日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行う栄養成分の量の栄養素等表示

基準値（2025)（18歳以上、基準熱量2,200kcal）に占める割合：ビタミンＣ１２０％
●調理又は保存方法：保存は高温多湿を避け、開封後はキャップをしっかり閉めてお早めに

お召し上がりください。
●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

コバトンサポートＣ

栄養機能食品
（ビタミンＣ）

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

名称：ビタミンＣ含有食品
原材料名：…、…、 …/ …、 …
内容量：○○g
賞味期限：枠外××に記載
保存方法：高温多湿を避けて保存
製造者：コバトンサポート株式会社

埼玉県さいたま市浦和区○-○

エネルギー 3kcal
たんばく質 0.2g
脂質 0g
炭水化物 0.6g
食塩相当量 0g
ビタミンＣ 120mg

栄養成分表示
〔６粒（1.2ｇ）当たり〕

＊特定の対象者（疾病に罹患している者、妊産婦など）に対し注意を必要とする場合は当該注意事項を記載。

栄養機能食品の表示イメージ



◆機能性表示食品とは・・・

機能性表示食品







機能性表示食品の届出事項

消費者庁ホームページ ～【食品関連事業者向け】機能性表示食品の届出について ～
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/notice#guideline



特定保健用食品
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本日の内容



対象となる「健康食品」とは？



健康保持増進効果等



「健康の保持増進の効果」として不適切な表現とは？



健康増進法上の「表示」













規制の対象となる者



【出典資料（R7.6現在）】

 食品の栄養成分表示制度の概要 令和4年5月版

 食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン 第5版（令和7年4月）

 初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示

 栄養成分表示が義務付けられています～食品関連業者の皆様からよくある質問～

 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について



ありがとうございました。


